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別 紙

会議の概要及び結果

嶋委員長 ただいまから、委員会を開きます。

本日の委員会は、平成３０年第４回定例会時

に本委員会が知事に対して行いました提言につ

いて、執行部に措置状況の説明を求めます。

まず、一括して各部局より説明をいただいた

後に、質疑を行います。

それでは、説明にさきだって岡本企画振興部

長より御挨拶をいただきたいと思います。

〔岡本企画振興部長挨拶〕

嶋委員長 それでは、企画振興部から順次、措

置状況について、説明をお願いします。

徳野国際政策課長 お手元にある、文化・スポ

ーツを活用した地域づくり特別委員会に対する

措置状況のまず３ページをお開きいただきたい

と思います。

御提言いただきました留学生を活用したイン

バウンド対策の（１）留学生ボランティアを増

やす仕組みの検討でございます。

県としまして、留学生のボランティア募集の

仕組みにつきましては、大学コンソーシアムお

おいたが管理しております、おおいた留学生人

材情報バンク「アクティブネット」というのを

ネット上で平成１６年から運用しております。

これは、平成３１年１月末現在で１，１８７人

の留学生が登録しているところでございます。

これを活用しまして、企業、行政等が留学生の

ボランティアを募集しています。例を申します

と、昨年５月に開催した世界温泉地サミットで

は、各国からお客様が来ましたので、このアク

ティブネットの活用をメインにしまして、通訳

ボランティアを募集したところ、必要としてい

た１４名を揃えることができました。

このようにして、今、大分市、別府市等で国

際会議もございますので、こういった通訳ボラ

ンティア等を活用しております。

このほか、県では、今、優秀な外国人留学生

８０名に毎年奨学金を交付しております。

奨学生には大分学講座を実施し、それから、

県内各地にバスツアー等に御案内し、ボランテ

ィア等の地域貢献もするように促しております。

この８０名の留学生を毎年募集して、こうい

った講座を開催して、さらなる留学生ボランテ

ィアの増加を図ってまいりたいと考えておりま

す。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 芸術文化スポ

ーツ振興課の提言に対する措置状況について御

説明いたします。

１ページにお戻りください。

提言Ⅰの（１）に対する措置状況についてで

す。

県主催で市町村スポーツ振興の担当課長会議

を開催して、市町村やホテル、自治会等のスポ

ーツ合宿の取組事例を紹介しています。

２９年度は、九重町で観光協会を主体としま

して受入体制の検討や大学、実業団への合宿誘

致活動を行った九重町と西部振興局の取組を紹

介いたしました。

３０年度は、担当者会議も行ったのですが、

スポーツとジオパークをつなげたツーリズムを

実施した豊後大野市のホテルますの井さんと、

住民自ら生活改善センターの改修とクロスカン

トリーコースの整備を行った竹田市久住町の丸

山自治会の取組を紹介いたしました。

このような取組事例を通して、課題や要望を

聞きながら、引き続き連携して市町村と誘致活

動を実施しているところであります。

医療体制につきましては、大分県スポーツツ

ーリズムガイドというのをネット上に立ち上げ

ましたが、そこに病院のリストを掲載しており

ます。

また、２０２０年のオリンピック・パラリン

ピック競技大会の事前キャンプ時のスポーツ事

故対応マニュアルを、医療政策課と消防保安室

の協力のもと平成２９年６月に策定いたしまし

た。対応については医師会とも連携しておりま

す。また、各市町村消防局にも対応をお願いし
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ております。市町村には担当者会議の場での活

用について周知したところです。

２ページを御覧ください。

提言Ⅰの（２）に対する措置状況であります。

マラソンコースにつきましては、西部振興局

が関係機関と連携して、マラソンコースの利用

状況調査や別府一の宮線の改良状況と実施に係

るアンケート調査、または千町無田マラソンコ

ースを設置した地元組織で意見聴取等を行って

おり、その意見聴取した練習チームや地域の要

望の把握をしております。

農繁期や複数チームの合宿に備えまして、代

替コースの整備につきましては、地元と一緒に

なって対応策を今検討しております。

７ページをお願いいたします。

提言Ⅲの１の（１）に対する措置状況であり

ます。

まず、カルチャーツーリズムにつきましては、

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭におきま

して、別府市のアニッシュ・カプーアＩＮ別府

や佐伯市の巨大壁画など、県内各地で特徴のあ

る芸術文化事業が展開されました。

また、今回行ったツアーの中では、豊後大野

市の巨大寝転び招き猫と猫島と呼ばれます佐伯

市の深島を巡るねこ旅や、宇佐・国東地域の六

郷満山の文化財を鑑賞して、神仏料理というの

をいただく日帰りツアーなどが大変好評を博し

ました。

今後とも、市町村と連携して、本県に来たく

なるような特徴ある芸術文化事業を展開いたし

まして、地域の歴史、伝統芸能や食を巡るカル

チャーツーリズムについて、継続して取り組ん

でまいりたいと考えております。

スポーツツーリズムにつきましては、既存ス

ポーツ施設等の地域資源の有効活用とスポーツ

ツーリズムを推進するために、スポーツ合宿に

適した県内スポーツ施設の状況を、種目別、市

町村別にワンストップで検索できるホームペー

ジ「大分県スポーツツーリズムガイド」を開設

し、情報発信を行っております。

これにつきましては、多くのスポーツ愛好家

に知っていただくために、ガイドのチラシを作

りまして、１月１３日に開催されました合同新

聞の大分シティハーフマラソンで、参加者全員

に配布いたしました。

その結果、大分スポーツ公園では青山学院大

学陸上競技部の春季キャンプが４年連続で実施

されましたし、佐伯市ではＧＭＯアスリーツや

大相撲の相撲部屋の合宿、国東市では法政大学

の重量挙げ部やウエイトリフティング韓国チー

ムの合宿等々、各地で受入れが進んでおります。

２０１９年は、熊本で２０１９女子ハンドボ

ール世界選手権大会もありますので、オリンピ

も見据えて、市町村と連携しながら、ちゃんと

キャンプを張っていきたいと思っています。

これまでには、ポルトガルの陸上代表チーム、

フェンシング日本代表の海外代表チームの合同

合宿等を受け入れて評価されました結果、今の

ところ２０２０年に向けましては５団体と協定

書を締結できました。

今後もスポーツツーリズムガイドを充実して、

市町村と連携しながらスポーツツーリズムに継

続して取り組んでまいりたいと考えております。

次に、８ページを御覧ください。

提言Ⅲの１の（２）です。

疲労回復等に効果がある温泉を活用した取組

としては、大分スポーツ公園内の温泉がある宿

泊研修センター希感舎で、ポルトガルの陸上選

手や青山学院大学陸上競技部の駅伝のキャンプ

を実施しておりまして、大変好評を博しており

ます。

また、九重町には珍しい冷泉がありますので、

練習後のアイシング効果もあるため、ランナー

から非常に人気が出ております。

今後は、ツーリズムおおいたや旅行会社と連

携しながら、スポーツ愛好家や健康志向の高い

観光客が好む着地型商品の開発をしていきまし

て、情報発信にも取り組んでいきたいと考えて

おります。

９ページを御覧ください。

提言Ⅲの２です。

文化の取組については、国民文化祭、全国障

害者芸術・文化祭で、障がいのある方もない方

も、子どもから大人、シニアまで多くの方が参
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加されました。

また、開閉会式では、例えば日舞と洋舞、詩

吟とダンスなど、様々なジャンルのコラボレー

ションが行われて、地域におきましては宇佐神

宮の光の祭などの伝統文化と現代アートのコラ

ボレーション、佐伯市におきましてはジョーヤ

ラ船の巨大壁画、国東市ではペトロ岐部の物語

といった歴史を題材とした演劇やミュージカル

がたくさん行われておりました。

今後とも、ＮＰＯ法人大分県芸術文化振興会

議等と連携いたしまして様々なコラボレーショ

ンを一層進めて、このような経験を積んだ人材

の発表の場を提供して、後継者を育成していき

たいと思っております。

また、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターの公

演や別府アルゲリッチ音楽祭、しいきアルゲリ

ッチハウスのコンサート、大分アジア彫刻展な

ど、子どもたちが質の高い芸術文化に触れる機

会を積極的に設けて、将来の担い手の育成に取

り組んでまいります。

スポーツにつきましては、地域においてスポ

ーツの取組を継続していくために、地域住民に

まず興味を持ってもらうことが肝心と考えてい

ます。そのため、県内のプロスポーツチームや

スポーツイベントなどを活用しまして、スポー

ツへの関心とスポーツに親しむ機運の向上をま

すます図ってまいります。

今後も、大規模スポーツイベントの観戦、地

域住民が参加できる機会の創出、プロスポーツ

チームの選手と地域の子どもたちや住民との触

れ合いができる場、また、合宿チームと地元住

民との交流ということを忘れずに取り組んでま

いりたいと思います。

阿部観光・地域振興課長 観光・地域振興課関

係でございますが、４ページをお開きください。

Ⅰの２の（２）でございますが、基本的な観

光地の情報につきましては、ツーリズムおおい

たのホームページにおきまして、多言語で情報

発信をしております。特に、昨年９月からでご

ざいますが、英語版の観光ホームページは、杵

築市に在住しており、ウォークジャパンという

ウォーキングツアーの会社を経営しております

英国人のポール・クリスティさんに執筆をお願

いして、外国人にわかりやすい、外国人による

言葉で情報発信を行ってもらっております。

加えて、大分空港などの交通結節点における

観光案内の看板、外国語表示等について、留学

生等と協同して一緒に回って、この表現はどう

だろうかとか課題の洗い出しを行って対応を進

めているところでございます。

さらに、別府市に拠点を置き、訪日外国人向

けのガイドのマッチングサービスを行っている

株式会社Ｈｕｂｅｒ.という会社がございます。

実はこのＨｕｂｅｒ.というのは、例えばヨ

ーロッパなどの海外から日本に行こうかという

ときに、そのサイトを見ると、別府のＡＰＵの

留学生が、地獄めぐりに行って、うみたまごを

見て、ここでラーメンを食べるとか、冷麺を食

べるとかといった日本における独自のユニーク

なツアーを提示しており、それを購入してもら

うという仕組みでございます。このＨｕｂｅｒ.

と連携し、そういった通訳と案内、ガイドを一

緒にしてもらうといったシステム、トモダチガ

イドによる、旅前から相談に乗りながら、県内

のまち歩き案内等を体験してもらう取組も進め

ております。

また、平成３１年度からは、留学生などを外

国人防災モニター、これは仮称でございますが、

こちらに任命いたしまして、災害発生時におい

て外国人観光客や在住外国人に対し、多言語で

迅速かつ正確な災害情報の発信を行うことを考

えております。

今後とも、本県の強みであります留学生と協

働した質の高い取組を促進していきたいと考え

ております。

続きまして、５ページをお開きください。

Ⅱの１の（１）でございます。

インバウンド対策としましては、生活習慣や

嗜好などに配慮する必要がありまして、生活習

慣に関してはベジタリアン向けのメニュー開発

などに取り組んでおります。また、メニューの

多言語化を図るとともに、食物アレルギー等に

も配慮できるように食材表示の取組を進めてお

ります。
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具体的には、コトツナさんというところと組

みまして、県内、大体１，０００を超えるレス

トラン等で、アレルギー表示だとか、メニュー

の多言語化、そういったものができるようにな

っております。

嗜好に関しては、例えば、韓国に関しては温

泉やオルレを、タイであれば花カレンダーなど

による四季の変化を、イギリスやフランスなど

に対しては六郷満山や臼杵石仏などの歴史・文

化をというように、ターゲットごとの、国、地

域に応じた、好みに応じたＰＲ、情報発信を行

っているところでございます。

これまでは東アジアが本県の誘客の中心でご

ざいましたが、欧米、大洋州にウイングを広げ

る中、ターゲットとする国、地域の多様化を図

っていることから、引き続き、日本政府観光局

や現地旅行会社に対し、最新の情報発信を逐次

行ってまいります。

続きまして、６ページをお願いいたします。

６ページ、Ⅱの１の（２）でございます。

観光振興に係る情報につきましては、基本的

には文書やメールを活用し、市町村や地域観光

協会を通じて周知を行っております。また、県

の補助金等の制度につきましても、県やツーリ

ズムおおいたのホームページ等を通じて周知を

しているところでございます。

しかしながら、地域観光協会の中には、会員

一人一人までその情報が伝わっていないという

ような事例もあったと聞いております。案件に

よっては、ツーリズムおおいた会員や大分県旅

館ホテル生活衛生同業者組合、あるいは観光施

設連絡協議会、商工会議所、商工会等様々なチ

ャンネルを活用して周知を行っていく、今後も

丁寧な情報発信に努めていきたいと思っており

ます。

また、民間団体であるインバウンド推進協議

会ＯＩＴＡに対しても、引き続き密接に連携を

とって事業を促進してまいります。

山本道路保全課長 ２ページをお開きください。

Ⅰの１の（２）の土木建築部関係の取組につ

いて、提言に対する措置状況について説明させ

ていただきます。

県道別府一宮線の路肩確保についてでござい

ますが、現在整備中の区間は、平成２８年度よ

り事業着手しまして、全体延長約５キロメート

ルうち、今年度末までに一部舗装工事は残るも

のの、８割に当たります約４キロメートルの整

備を終える見通しであります。当初計画どおり

２０１９年度には事業完了の予定でございます。

反対側の事業化につきましては、２０２０年

度に概略設計を行った上で新規事業評価を受け、

翌２０２１年度から事業着手の予定でございま

す。

阿部文化課長 ９ページを御覧ください。

提言Ⅲの２に対する措置状況の教育庁関連に

ついての御報告でございます。

文化活動の推進については、国民文化祭及び

全国障害者芸術・文化祭を契機として、県下全

小学生６万人が郷土自慢のイラスト等でおもて

なしカードを作成したり、大分県立美術館と連

携して国宝展示の鑑賞等に授業の一環として１

万３，３３３人の児童・生徒が参加するなどの

事業に取り組みました。

こうした取組を一過性のもので終わらせるこ

となく、２０１９年度のラグビーワールドカッ

プ２０１９の大分開催では、文化部の高校生が

外国人向けに文化体験活動を実施したり、中学

生が英語を用いたウエルカムカードでおもてな

しの心を伝えるなど、児童・生徒が芸術文化に

触れる機会の創出を継続してまいります。

スポーツ活動の推進については、２０１９年

５月に開館する県立武道スポーツセンターを新

たな拠点とし、世界レベルの大規模大会から県

内の子どもたちのスポーツ交流まで、幅広い利

用を図ってまいります。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

濱田委員 １年間、文化・スポーツを活用した

地域づくり特別委員会をやってきましたけれど

も、特にこの２ページの部分は、今進行中でや

っていただいております。ただ、先進地の視察

ということで昨年１月、長野県上田市菅平高原

の調査に行きました。冬場で、現地のいろいろ

な話を聞くだけで、山の上には登れなかったの



- 5 -

ですけれども、菅平高原には、１０６面のグラ

ウンドがあるんですね。そして、東京をはじめ、

関東から近いので、関東一円、いろいろな大学

や実業団が合宿等を含めて、毎年たくさんやっ

て来ている。そういう状況を見たときに、やっ

ぱり大分県も、道路等の整備もいいんですけれ

ども、せめて本格的にスポーツ合宿を行う必要

がある。ラグビーワールドカップ２０１９が終

わり、またオリンピックが終わった後の状況と

いうのは、おそらくスポーツを活用したいろい

ろなものが、ますます、これから盛んになるん

じゃないかという予測が成り立つので、１００

面とは言わないが、飯田高原、あるいは久住高

原を含めた一帯に、せめて１０面ぐらいグラウ

ンドを整備する。特に今は、マラソンとか陸上

の合宿が多いので、ロードだけじゃなくて、ま

ず一番先にやはりちゃんとラップがとれる４０

０メートルの公認トラックを造って、さらに将

来構想として周りに、球技もできるいろいろな

施設をせめて１０面ぐらい造って、大分県を九

州の合宿のメッカにするというぐらいの発想と

いいますか、考え方でやってもらわんと。今の

ままの既成の施設を利用するだけでは先が見え

ていると思うんです。せめて九州のメッカを目

指してやるべきだということを思っております。

基本的にそのくらいの気持ちを持ってやらんと

いかんのですね。

それで、玖珠町、九重町の両町にもそういう

ことは話をしてあります。ただ、道路を少し整

備したぐらいで、まあ、せんよりはいいですけ

ど。

だから、今お話ししたことを含めて、企画振

興部長さんに、見解をお伺いしたいです。

岡本企画振興部長 濱田委員から今お聞きしま

たが、玖珠町、九重町、両町ともお話をいただ

いているということのようですので、私どもま

だ両町とは接触しておりませんから、両町の考

えも確認させていただきながら、できるか、ま

た検討をさせていただきたいと思います。

濱田委員 ぜひ、九州のメッカというぐらいに

お願いします。

嶋委員長 ほかにないですか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 じゃ、私から１点。

９ページの文化推進体制整備や人材育成の在

り方についてですが、大規模イベント等を通じ

て多くの子どもたちが芸術・文化に触れたりだ

とか、スポーツ交流を図る幅広い取組のお話が

ございましたが、芸術・文化やスポーツを地域

に根づかせるためには、関心を持ってもらうだ

けでなくて、受皿となる団体や核となる人材の

育成が極めて大事であります。そこをどのよう

にこれまでの取組をつなげていくのか、見解を

伺いたいと思います。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 正に委員長の

おっしゃるとおりでございまして、今回の国民

文化祭を受けて、レガシーとして残していく、

また、若者、子どもたちの人材育成の課題とし

て、特に古典芸能がなかなか触れられていない

ということがあります。そこで、ＮＰＯ法人大

分県芸術文化振興会議が、今と同じメンバーで

やらないように、それから、子どもたちに門戸

を開くとか、小学校に出向いてやるとか、そう

いう形で予算面でちょっと工夫しまして、子ど

もたちに触れる機会、新しく習い事をやる機会

ができるような予算の仕組みにして、補助率を

高くするとか、金額を上げるとか考えておりま

すので、ＮＰＯ法人大分県芸術文化振興会議と

よく話し合ってやりたいと思っております。

嶋委員長 レガシー、レガシー、かけ声だけで

はなくて、しっかりと実効性のある取組をして

いただきたいと思います。ほかに。

古手川副委員長 すみません、直接本委員会の

関係ではないかもしれませんが、留学生の話が

出ている中で、さきほど徳野国際政策課長から、

８０名に毎年奨学金を交付していると、確か月

額３万円だったと思うんですが、会派として、

新年度の予算要望の中で、留学生の奨学金を増

やしてもらえないかということも要望しておる

んですよね。数千人留学生がいらっしゃる中で

わずか８０人だと思うんです。だから、こうい

ういろいろなイベントとかに、留学生を積極的

に使っていくというか、もっともっと協働して

いかなきゃいけないでしょうし、防災対応の部
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分まで留学生が入ってきています。

基本的には今、留学生に日本に来てもらうの

に大学は随分苦労されているとお伺いをしてお

ります。

こういった現状の中で、末永く留学生との協

働を守るためにも、こういうイベントなどを契

機に予算の部分で留学生の奨学金を増やして行

かないと、なかなか普通のときに、じゃ、増や

すと言ってもならないので、これだけ留学生と

言っているんですから、ぜひ皆さんにもここの

ところをもう一押ししていただきたいなと。我

々もまた肉付予算の中でお願いをしていこうと

思っていますけれども、ぜひお願いをいたしま

す。何か部長のコメントをいただければ。

岡本企画振興部長 現況、私どもは九州レベル

ぐらいで各県別で見ておりまして、８０名とい

う数字なんですけれども、もちろん大分県が人

数でいきますと福岡に次いでというぐらいの規

模数なんですが、そうしますと、割り算したと

きにどれぐらいのパーセンテージで留学生に奨

学金が渡っているかという数字を見ますと、８

０人という数字が九州で一応、１位の状態には

なっております。

私学関係の皆さんからもそういう御要望を頂

戴しておりまして、増やしたいなという気持ち

は私どもも持っておりますが、一方でそういう

実態もあるものですから、なかなか今回一気に

というには行けないかなというところがござい

ました。とは言いながら、副委員長の御指摘の

とおりでありまして、プラスアルファで防災へ

の協力とか、あるいはイベントごとでの御協力

をいただいたりしておりますので、奨学金とい

う形ではないにせよ、何らかやっていただいた

部分は、例えば実費なりでも見てあげられると

いうところは努力したいと思っております。

特に来年度、防災の仕組みが立ち上がって実

際に稼働し出すようになれば、毎日ではないに

せよ、定期的に入力なり、システムを見てもら

うなりというところが出てきますので、再来年

度ぐらいにはちょっと、様子見ながら考えたい

なとは思っております。何もしないというつも

りはございません。

古手川副委員長 また違う部分で御相談、意見

交換をさせていただきたいと思います。すみま

せん、そういう話題がありましたので。ありが

とうございます。

嶋委員長 ほかにないですか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御意見等もないようですので、

これで、措置状況の説明を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔執行部退席〕

嶋委員長 委員の皆さま、そのほかに、何かご

ざいますか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 別にないようでありますが、本日が

最後になりますので、私から委員の皆さまに一

言お礼を申し上げます。

〔嶋委員長挨拶〕

嶋委員長 委員の皆さまは、お疲れさまでした。

以上で本日の委員会を終わります。


